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連結注記表 

 

Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記 

１．連結の範囲に関する事項 

(１) 連結子会社の数  ……………19社 

         連結子会社は、クラリオンセールスアンドマーケティング㈱、クラリオンマニュファクチャリン

グアンドサービス㈱、Clarion Corporation of America、Electronica Clarion, S.A.de C.V.、Clarion 

Europe S.A.S.、Clarion Hungary Electronics Kft.、Clarion (H.K.) Industries Co., Ltd.、Dongguan 

Clarion Orient Electronics Co., Ltd.、Clarion (Asia) Thailand Co., Ltd. 他 10 社でありま

す。 

なお、クラリオンアソシエ㈱は、当連結会計年度においてクラリオンセールスアンドマーケティ

ング㈱と合併したため、連結の範囲から除いております。  

      (２) 非連結子会社の数………………  該当ありません。 

 ２．持分法の適用に関する事項 

   (１) 持分法を適用した非連結子会社の数…………… 該当ありません。 

   (２) 持分法を適用した関連会社の数……………… １社 

      持分法を適用した関連会社は、Clarion (Malaysia) Sdn., Bhd.１社であります。 

   (３) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の数……………… 該当ありません。 

 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、Electronica Clarion S.A. de C.V.、Ultra Industrial S.A. de C.V. 、Dongguan 

Clarion Orient Electronics Co.,Ltd.、Xiamen Clarion Electrical Enterprise Co.,Ltd. の決算日

は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を

行った計算書類を基礎としております。 

４．会計処理基準に関する事項 

    (１) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

     ① 有  価  証  券  

           その他有価証券   時価のあるもの………期末日の市場価格等に基づく時価法 

                                               （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

                             時価のないもの………移動平均法による原価法 

         ② デリバティブ ………………………………時価法 

         ③ た な 卸 資 産  

            商品及び製品、原材料、仕掛品…………当社及び国内連結子会社は、総平均法による原価法 

                                                  (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下

げの方法により算定） 

                         在外連結子会社は主として先入先出法による低価法 

貯    蔵    品  …………………………主として最終仕入原価法による原価法 

                         (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下

げの方法により算定） 

 

(２) 固定資産の減価償却方法 

① 有 形 固 定 資 産(リース資産を除く) 

        当社及び国内連結子会社は、法人税法に規定する耐用年数に基づく定額法。在外連結子会社は

定額法。 

  なお、従来、当社及び国内連結子会社は、有形固定資産の減価償却方法について、定率法（但

し、平成 10 年４月１日以降取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用して

おりましたが、当連結会計年度より、全ての有形固定資産について定額法に変更しております。 



 - 2 - 

  当社グループは、グローバルな事業展開が加速しており、競争力確保の観点から海外への生産

シフトを進めております。また、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災により当社グル

ープの国内生産拠点である郡山市の工場において稼働が一時停止したこともあり、これを契機

として平成 23 年度から平成 25 年度までの中期経営計画の見直しを平成 23 年３月に行った結

果、リスク分散の観点からも国内拠点での生産品目を海外拠点でも生産できるよう、複数生産

拠点体制を整備していく方針となりました。 

これにより、国内生産拠点の役割は、高機能商品の国内納入分の生産や新事業、新製品の創出

の役割に変化してきており、平成 24 年度以降は安定した生産を行うこととなります。また、

平成 24 年度以降、国内の設備投資は生産合理化や現有設備の維持更新といった性質の投資と

なり、設備の稼働が安定化することから、当社及び国内連結子会社の有形固定資産の減価償却

方法を定額法に変更することが使用実態をより適切に反映するものと判断するに至りました。 

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の減価償却費は 119 百万円

減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ 119 百万円増加しており

ます。 

     ② 無 形 固 定 資 産（リース資産を除く） 

        当社及び国内連結子会社は、法人税法に規定する耐用年数に基づく定額法。但し、のれんにつ

いては10年間で均等償却、自社利用のソフトウエアについては、利用見込期間（５年）に基づ

く定額法。 

在外連結子会社は定額法。  

     ③  リース資産 

         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額法。 

              

  (３) 重要な引当金の計上基準 

①  貸 倒 引 当 金 

        主として金銭債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

② 賞 与 引 当 金 

        主として従業員の賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当連結会計年度負担分を計上してお

ります。   

③ 退 職 給 付 引 当 金 

        主として従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しており

ます。 

また、当社及び国内連結子会社の数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７～13年）による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理しており、過去勤務債務はその発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（13年）で均等償却しております。 

    ④ 製 品 保 証 引 当 金 

       主として製品のアフターサービスの費用支出に備えるため、保証期間内のサービス費用見込額

を、過去の実績を基礎として計上しております。 

         ⑤ 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 

当社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく連結会計年度末要

支給額（執行役員分を含む）を計上しておりましたが、平成20年６月25日開催の定時株主総会

において、役員退職慰労金制度廃止に伴い当総会終結時までの在任期間に対する要支給額を上

限とする役員退職慰労金の打切り支給が承認可決され、その具体的金額、方法等は、取締役に

つきましては取締役会に、監査役につきましては監査役の協議に一任いただいております。こ

のため、打切り支給承認に基づく要支給額を計上しております。  
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(４) 重要なヘッジ会計の方法 

     ①  ヘッジ会計の方法 

             繰延ヘッジ処理によっております。 

         ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

           ・ヘッジ手段    為替予約取引 

           ・ヘッジ対象    外貨建予定取引 

         ③ ヘッジ方針 

通常業務を遂行する上で外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを軽減する目的で取引予定額に

基づき為替予約取引を使用しております。 

         ④ ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段(為替予約)との関係が直接的であるためヘッジの有効性の評価を省略

しております。 

 

    (５) 消費税等の会計処理の方法 

           税抜方式を採用しております。 

  

 ５．のれんの償却に関する事項 

    中米連結子会社に対するのれんは、20年間で均等償却しております。 

 ６．連結納税制度を適用しております。 

 

Ⅱ．表示方法の変更に関する注記 

 （連結損益計算書） 

前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含めていた「支払割引料」は、営業外費用の総額の

100分の10を超えたため、当連結会計年度において独立掲記することとしました。 

なお、前連結会計年度の「支払割引料」は88百万円であります。 

前連結会計年度において、特別利益の「その他」に含めていた「補助金収入」は、特別利益の総額の100

分の10を超えたため、当連結会計年度において独立掲記することとしました。 

なお、前連結会計年度の「補助金収入」は44百万円であります。 

前連結会計年度において、特別損失の「その他」に含めていた「事務所移転費用等」は、特別損失の総額

の100分の10を超えたため、当連結会計年度において独立掲記することとしました。 

なお、前連結会計年度の「事務所移転費用等」は5百万円であります。 
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Ⅲ．連結貸借対照表等に関する注記 

 １．担保に供している資産 

    建物及び構築物…………………        323百万円 

    土地………………………………        102百万円 

      計……………………………         426百万円 

   担保提供資産に対応する債務 

    短期借入金………………………         50百万円 

    長期借入金………………………        148百万円 

            計……………………………        198百万円 

 ２．有形固定資産の減価償却累計額 

    建物及び構築物…………………      10,668百万円 

    機械装置及び運搬具……………      11,000百万円 

    工具、器具及び備品……………    23,924百万円 

    リース資産………………………       1,969百万円 

３．土地の再評価 

当社及び一部の国内連結子会社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）

に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、「土地再評価差額金」を純資産の部に計上しております。 

・再評価の方法……………… 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119

号）第２条第１号に定める「当該事業用土地の近隣の地価公示法第６

条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に合

理的な調整を行って算定する方法」、同条第４号に定める「当該事業

用土地について地価税第16条に規定する地価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表し

た方法により算出した価額に合理的な調整を行って算定する方法」及

び同条第５号に定める「不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定

評価」によっております。 

・再評価を行った年月日…… 平成13年３月31日 

・土地の再評価に関する法律第10条に定める再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価

と再評価後の帳簿価額との差額…… △1,565百万円 
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Ⅳ．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

１．当連結会計年度末における発行済株式総数 

普通株式           282,744,185株 

２．配当に関する事項 

当連結会計年度において配当はありません。 

  

Ⅴ．金融商品に関する注記 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

   当社グループは、経営計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や親会社借入）を調達しております。

一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で保有し、設備資金や短期的な運転資金は銀行借入や親会社

借入により調達しております。デリバティブは後述するリスクを回避するために利用しており、投機的

な取引は行わない方針であります。 

（２）金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 

   営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、一部外貨建ての

営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替変動リスクを軽減する目的で取引予定額等

に基づき為替予約取引を使用してヘッジしております。 

    投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格のリスクに晒されております。 

   営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建

てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替変動リスクを軽減する目的で取引

予定額等に基づき為替予約取引を使用してヘッジしております。 

ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、

そのほとんどが２年以内の支払期日であります。 

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為

替予約取引であります。 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスクの管理） 

当社は、債権管理基準に従い、営業債権について、各事業部門における営業管理部が主要な取引先の

状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪

化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理基

準に準じて同様の管理を行っております。 

  デリバティブ取引については、取引相手がいずれも信用度の高い金融機関であるため、相手方の契約

不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスクの管理） 

当社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原

則として先物為替予約を利用してヘッジしております。 

 投資有価証券については、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しておりま

す。 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた管理規程に従い、担当部署が決裁担

当者の承認を得て行っております。月次の取引実績は、経営会議に報告しております。 

    ③  資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク） 

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流

動性の維持などにより流動性を管理しております。 
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２． 金融商品の時価等に関する事項 

平成25年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

  
連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

(1) 現金及び預金 5,565 5,565 - 

(2) 受取手形及び売掛金 ※ １ 26,757 26,757 - 

(3) 投資有価証券    

   その他有価証券 1,912 1,912 - 

(4) 支払手形及び買掛金 (23,402) (23,402) - 

(5) 短期借入金 (8,662) (8,662) - 

(6) 未払金 (6,476) (6,476) - 

(7) 長期借入金 (32,148) (32,148) - 

(8) デリバティブ取引  ※ ２ (55) (55) - 

※  １ 受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

※ ２ デリバティブ取引によって生じた正味の債権債務は純額で表示しており、合計で正味の債務 

となる項目については（ ）で示しております。 

※ 負債に計上されているものは（ ）で示しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

  （１）現金及び預金、並びに（２）受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

（３）投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

（４）支払手形及び買掛金、（５）短期借入金、並びに（６）未払金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

（７）長期借入金 

長期借入金の時価については変動金利を適用しており、一定期間ごとに金利が更新される条件になっているた

め、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

（８）デリバティブ取引 

時価の算定方法は先物為替相場によっております。 

（注２）非上場株式等（連結貸借対照表計上額 239百万円）は市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と

認められることから「（３）投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。 

     

 

Ⅵ．一株当たり情報に関する注記 

一株当たり純資産額…………     77.33円 

一株当たり当期純利益………    4.82円 
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個別注記表 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

      子会社株式及び関連会社株式 ……… 移動平均法による原価法 

      その他有価証券 

       時価のあるもの …………………… 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

       時価のないもの …………………… 移動平均法による原価法 

（２）デリバティブの評価方法 …………… 時価法 

（３）たな卸資産の評価基準及び評価方法 

      商品及び製品、仕掛品、原材料 …… 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定)  

      貯 蔵 品 ……………………………… 最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定) 

（４）固定資産の減価償却の方法 

    ①有形固定資産（リース資産を除く） 

      法人税法に規定する耐用年数に基づく定額法。 

   なお、有形固定資産の減価償却方法について、定率法（ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降取得した建物（附属

設備を除く）については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より、全ての有形固定資産について定

額法に変更しております。 

   当社グループは、グローバルな事業展開が加速しており、競争力確保の観点から海外への生産シフトを進めて

おります。また、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により当社グループの国内生産拠点である郡山

市の工場において稼動が一時停止したこともあり、これを契機として平成 23 年度から平成 25 年度までの中期

経営計画の見直しを平成 23 年 3 月に行った結果、リスク分散の観点からも国内拠点での生産品目を海外拠点

でも生産できるよう、複数生産拠点体制を整備していく方針となりました。 

   これにより、国内生産拠点の役割は、高機能商品の国内納入分の生産や新事業、新製品の創出の役割に変化し

てきており、平成 24 年度以降は安定した生産を行うこととなります。また、平成 24 年度以降、国内の設備投

資は生産合理化や現有設備の維持更新といった性質の投資となり、設備の稼動が安定化することから、有形固

定資産の減価償却方法を定額法に変更することが使用実態をより適切に反映するものと判断するに至りまし

た。 

   この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当事業年度の減価償却費は 100 百万円減少し、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ 100 百万円増加しております。 

    ②無形固定資産（リース資産を除く） 

      のれんは10年間で均等償却。 

      自社利用のソフトウェアについては、利用見込期間(５年)に基づく定額法。 

その他の無形固定資産については、法人税法に規定する耐用年数に基づく定額法。 

  ③リース資産 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数として、残存価

額を零とする定額法。 

（５）重要な引当金の計上基準 

①貸 倒 引 当 金  

金銭債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

②投資損失引当金 

関係会社株式の実質価値の低下による損失に備えて、純資産価額等を勘案して必要と認められる額を計上し

ております。なお、同引当金3,690百万円は、貸借対照表上、関係会社株式から直接控除しております。 

③賞 与 引 当 金 

従業員の賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しております。 

④退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事

業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

また、数理計算上の差異は発生の翌事業年度より従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）によ

る定額法により按分した額を費用処理しており、過去勤務債務はその発生時の従業員の平均残存勤務期間以
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内の一定の年数（13年）で均等償却しております。 

⑤製品保証引当金 

製品のアフターサービスの費用支出に備えるため、保証期間内のサービス費用見込額を過去の実績を基礎と

して計上しております。 

⑥役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく事業年度末要支給額（執行役員分を含

む）を計上しておりましたが、平成20年６月25日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に

伴い当総会終結時までの在任期間に対する要支給額を上限とする役員退職慰労金の打切り支給が承認可決さ

れ、その具体的金額、方法等は、取締役につきましては取締役会に、監査役につきましては監査役の協議に

一任いただいております。このため、打切り支給承認に基づく要支給額を計上しております。 

（６）ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 為替予約取引 

・ヘッジ対象 外貨建予定取引 

③ヘッジ方針 

当社の通常業務を遂行する上で外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを軽減する目的で取引予定額に基づき

為替予約取引を使用しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段（為替予約）との関係が直接的であるためヘッジの有効性の評価を省略しておりま

す。 

（７）消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。  

 

２．表示方法の変更に関する注記 

 （損益計算書） 

  前事業年度において、営業外費用の「その他」に含めておりました「支払割引料」は、営業外費用の総額の 

  100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。 

  なお、前事業年度の「支払割引料」は、88百万円であります。 
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３．貸借対照表等に関する注記 

（１） 有形固定資産の減価償却累計額 

建物…………………………… 6,427百万円 

構築物…………………………   790百万円 

機械及び装置………………… 2,835百万円 

車両運搬具……………………    63百万円 

工具、器具及び備品…………14,600百万円 

リース資産…………………… 1,830百万円 

（２） 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

短期金銭債権…………………23,993百万円 

短期金銭債務…………………11,878百万円 

長期金銭債務…………………20,000百万円 

（３） 土地の再評価 

当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、「再評

価差額金」を純資産の部に計上しております。 

・再評価の方法……………… 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第

２条第４号に定める「当該事業用土地について地価税第16条に規定する地価

税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官

が定めて公表した方法により算出した価額に合理的な調整を行って算定す

る方法」及び同条第５号に定める「不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による

鑑定評価」によっております。 

・再評価を行った年月日…… 平成13年３月31日 

・土地の再評価に関する法律第10条に定める再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額…………△ 1,493百万円 

 

４．損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高 

売 上 高……………………47,258百万円 

仕 入 高……………………51,587百万円 

営業取引以外の取引高……… 1,270百万円 

 

５．株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度末における自己株式の種類及び株式 

普通株式             810,521株 
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６．税効果会計に関する注記 

   繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

    繰延税金資産 

      有価証券評価損              2,975百万円 

      繰越欠損金                  4,012 

      退職給付引当金              2,865 

      たな卸資産評価損              242 

      投資損失引当金              1,402 

      外国税額控除                  255 

      未払費用                      470 

      賞与引当金                    449 

      製品保証引当金                  55 

未払事業税等                   33 

      未払金                        372 

      役員退職慰労引当金             64 

            たな卸資産低価法評価減            19 

            一括償却資産                      16 

            減価償却超過額                   106 

      貸倒引当金              0 

            その他                            101    

     繰延税金資産小計             13,444 

評価性引当額               △11,734  

     繰延税金資産合計              1,710   

        繰延税金負債 

          繰延ヘッジ損益                      △0 

          その他有価証券評価差額金      △31   

     固定資産                        △13   

          繰延税金負債合計          △45   

     繰延税金資産の純額            1,664   
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７．リースにより使用する固定資産に関する注記 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

借手側 

（１）リース資産の内容 

 有形固定資産 

主に金型及び測定器等の工具、器具及び備品であります。 

（２）リース資産の減価償却の方法 

「１.重要な会計方針に係る事項に関する注記 (４)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであ

ります。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成 20 年３月 31 日以

前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は

次のとおりであります。 

① リース物件の取得原価相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額     （単位：百万円） 

 取得原価相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額 

工具、器具及び備品 311 262 48 

② 未経過リース料期末残高相当額 

  １年以内          38 百万円 

  １年超           16 百万円 

   合計           54 百万円 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料        66 百万円 

減価償却費相当額      60 百万円 

支払利息相当額        1 百万円 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

    

オペレーティング・リース取引 

 解約不能のオペレーティング・リース取引に係る未経過リース料期末残高相当額 

  １年以内           2 百万円 

  １年超            6 百万円 

   合計            9 百万円 
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８．関連当事者との取引に関する注記 

 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等 
①借入金利は市場金利を勘案して合理的に決定しております。 
②短期貸付金は、(株)日立製作所のグループ・プーリング制度によるものであり、日々変動するため、取引

金額については前期末残高に対する増減額を記載しております。 
 
(2) 子会社及び関連会社 

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等 
① 各種機器・部品の販売については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 
②各種機器・材料の仕入については、価格交渉の上、一般取引条件と同様に決定しております。 
③子会社に対する短期貸付金・短期借入金は、日々変動するため、取引金額については前期末残高に対する

増減額を記載しております。 
なお、金利については市場金利を勘案して合理的に決定しております。 

 
 
 
 
 
 
 

（単位：百万円）                                       

属性 
会社等 
の名称 

議決権等
の所有
(被所有)
割合（注） 

関連当事者
との関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

資金の預入 1,524 
短期 
貸付金 

6,856 

資金の借入 ― 
長期 
借入金 

20,000 親会社 ㈱日立製作所 
被所有
64.01% 

 
日立グルー
プ・プーリン
グ制度によ
る預入・借入 

支払利息 113 
流動負債 
「その他」

0 

（単位：百万円）  

属性 
会社等 
の名称 

議決権等
の所有
(被所有)
割合（注） 

関連当事者
との関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

自動車機器の販売 27,933 売掛金 2,496 

子会社 
Clarion 
Corporation 
of America 

所有 
100% 

当社製品の 
販売及び代 
理店への卸売 資金の借入 △817 

短期 
借入金 

3,291 

自動車機器の販売 8,814 売掛金 2,055 

子会社 
ｸﾗﾘｵﾝｾｰﾙｽｱﾝﾄﾞ
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 

所有 
100% 

当社製品の 
販売及び代 
理店への卸売 資金の借入 1,062 

短期 
借入金 

2,412 

子会社 
Clarion 
Europe  
S.A.S. 

所有 
100% 

当社製品の 
販売及び代 
理店への卸売 

自動車機器の販売 3,838 売掛金 1,045 

子会社 

Clarion 
(Taiwan) 
Manufactur 
ing Co.,Ltd. 

所有 
100％ 

当社製品の 
販売 

資金の借入 132 
短期 
借入金 

1,053 

製品・原材料の購入 35,732 買掛金 1,357 

子会社 

Clarion 
(H.K.) 
Industries 
Co.,Ltd. 

所有 
100% 

当社製品・ 
部品の輸出入
及び当社製品
の製造販売 資金の貸付 2,277 

短期 
貸付金 

4,702 

子会社 
Clarion Asia 
(Thailand) 
Co.,Ltd 

所有 
100％ 

当社製品の 
製造販売 

資金の貸付 1,128 
短期 
貸付金 

1,128 

子会社 
ｸﾗﾘｵﾝﾏﾆｭﾌｧｸﾁ
ｬﾘﾝｸﾞｱﾝﾄﾞｻｰ
ﾋﾞｽ(株) 

所有
100％ 

当社製品部品
の加工委託と
当社製品の修
理等 

資金の借入 △193 
短期 
借入金 

1,206 
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(3) 兄弟会社等 

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等 
①ファクタリング取引については、当社の営業債務に関し、当社、取引先、日立キャピタル㈱の三者間で 

基本契約を締結し、ファクタリング方式による決済を行っているものであります。 
②特許料及び地図ロイヤリティの支払については、価格交渉の上、一般取引条件と同様に決定しております。 
 

９．一株当たり情報に関する注記 

一株当たり純資産額…………     64.95円 

一株当たり当期純利益………       3.90円 

 

10．その他の注記 

（１）当社は連結納税制度を適用しております。
 

（２）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

（単位：百万円）      

属性 
会社等 
の名称 

関連当事者
との関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

親会社
の 

子会社 

日立 
キャピタル㈱ 

ファクタリン
グ取引 

ファクタリング 
取引 

10,994 買掛金 3,631 

親会社
の 

子会社 

日立オート 
モティブ 
システムズ 
㈱ 

特許料及び 
地図ロイヤリ
ティ取引 
役員の兼任 

特許料及び地図 
ロイヤリティの支払 

5,958 未払費用 1,100 


